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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第10期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第11期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第10期

会計期間

自平成21年
12月１日
至平成22年
２月28日

自平成22年
12月１日
至平成23年
２月28日

自平成21年
12月１日
至平成22年
11月30日

売上高（千円） 3,376,9252,864,60312,403,146

経常利益（千円） 322,745 378,1951,157,096

四半期（当期）純利益（千円） 192,774 221,635 650,622

純資産額（千円） 9,147,0399,796,3629,641,807

総資産額（千円） 23,998,73928,200,16028,189,284

１株当たり純資産額（円） 99,327.81105,694.16103,628.91

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
2,353.752,669.057,867.40

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
2,213.052,501.927,417.12

自己資本比率（％） 34.0 31.1 30.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
838,398△299,888△2,580,787

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△30,000 △2,928 △6,517

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,380,356152,3301,857,433

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（千円）
2,215,2111,906,8112,057,298

従業員数（人） 40 50 48

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　

　

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

 平成23年２月28日現在

従業員数（人） 50 (9)

　（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含みます。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、当第１四半期

連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

 

（２）提出会社の状況

 平成23年２月28日現在

従業員数（人） 39 (8)

　（注）従業員数は就業人員（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含みます。）であり、臨時雇用

者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外

数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績

　　当社グループは、中古マンション事業、インベストメント事業、アドバイザリー事業を主体としており、生産実績

を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。

（２）受注実績

　　当社グループは、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。

（３）販売実績

　　当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年２月28日）

　
前年同四半期比（％）　

　

中古マンション事業（千円） 2,482,032 －

インベストメント事業（千円） 311,528 －

アドバイザリー事業（千円） 71,042 －

合計（千円） 2,864,603 －

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　　２．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更

があった事項は、次のとおりであります。　

　なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

（１）不測の事故・自然災害による損害について

　当社グループの不動産は、東京都を中心として、神奈川県、埼玉県、千葉県及びその他の地域（大阪府、兵庫県

等）に所在しております。不動産について、火災、暴動、テロ、地震、噴火、津波等の不測の事故・自然災害が不動産

物件の存在する地域で発生した場合には、投資対象不動産が滅失、劣化または毀損し、賃貸収入が激減し、突発的

に修繕のための支出が必要となり、または将来の売却価値が著しく減少する可能性があります。また、不測の事故

・自然災害により、不動産投資に対する投資マインドが冷え込み、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があり

ます。これらの不測の事故・自然災害による損害リスクに対応するため、当社グループが取得する投資対象不動

産に関して、原則として火災保険・施設賠償責任保険を付保（地震保険については、個々の物件の状況に応じて

付保）しております。

　しかしながら、投資対象不動産等の個別事情等により、保険契約が締結されない可能性、保険契約で支払われる

上限額を上回る損害が発生する可能性、保険契約でカバーされない災害が発生する可能性または保険契約に基づ

く支払いが保険会社により行われず、もしくは遅れる可能性も否定できません。また、保険金が支払われた場合で

も、行政上の規制その他の理由により事故・自然災害発生前の状態に回復させることができない可能性がありま

す。

なお、当社グループでは東北６県（青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県）において不動産は所有し

ておらず、現時点において、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による当社グループ保有物件への重大な

被害は生じておりません。しかしながら、この地震による二次的災害として、今後、東京近郊において、大規模な資

材の調達不足や物流遅延、放射能汚染による資産価値の下落、風評等による消費者心理の悪化等が生じた場合、当

社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　

　（２）法的規制について

　当社グループは、現時点における法令を遵守して業務を行っておりますが、今後、関連する法令が新たに制定さ

れ、または既存の法令が改廃された場合には、当社グループの事業の一部が制約を受け、あるいは対応のために追

加的な費用がかかるなど、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。また、法令違反の事象が発

生し、監督官庁より業務の停止や免許の取消等の処分を受けた場合、当社グループの財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に影響を与える可能性があります。なお、当社グループの事業に関連する主な法律は

以下のとおりであります。

・宅地建物取引業法

　当社は、宅地建物取引業法に基づく「宅地建物取引業者」として、不動産の売買もしくは交換、賃貸の代理も

しくは媒介を行っております（東京都知事（1）第90848号　有効期限　平成26年８月14日）。宅地建物取引業

は、宅地建物取引業法をはじめとして、それに関連する各種法令により規制を受けております。

・金融商品取引法

　当社は、金融商品取引法に基づく「第２種金融商品取引業」「投資助言・代理業」の登録を行っております

（関東財務局（金商）第2191号）。金融商品取引業者は、金融商品取引法をはじめとして、それに関連する各種

法令により規制を受けております。

・資産の流動化に関する法律（改正ＳＰＣ法）

　日本国内においてＳＰＣ法上の特定目的会社を設立して、資産流動化を行う場合には、資産の流動化に関する

法律の規制を受けることになります。

・不動産特定共同事業法

　任意組合型、匿名組合型、共有持分による賃貸型で、複数の投資家から出資を募り、現物不動産への投資を行い

共同で資産を運用し、当該事業から得られた収益を投資家に分配する事業を行う場合には、不動産特定共同事

業法の規制を受けることになります。
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３【経営上の重要な契約等】

   当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

  (重要な借入契約)

 契約会社名 相手方の名称  契約内容 契約期間 

 スター・マイカ㈱
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行を中

心とする６金融機関

総額約15億円のシンジケー

トローン（タームローン）

平成23年１月14日から

平成25年１月15日まで

 

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

 

（１）業績の状況 

　当第１四半期連結会計期間（平成22年12月１日～平成23年２月28日）における我が国経済は、海外経済が新興

国・資源国に牽引され再び高まっているもとで、輸出や生産が緩やかに改善し景気が持ち直しているものの、米

欧経済の先行きや国際金融市場の動向、雇用・所得環境に引き続き厳しさが残っており、先行きは依然不透明な

状況が続いております。

当社グループの属する不動産業界におきましては、住宅ローン減税拡充等の政策支援により、平成23年１月の

新設住宅着工戸数は、前年同月比2.7％増で、８ヶ月連続増加（国土交通省 建築着工統計調査報告 平成23年２月

28日発表）し、市況の回復傾向が見られます。

　このような市場環境の中、当社グループは、基幹事業である中古マンション事業の収益力を引き続き強化し、販

売、リノベーション等の周辺の事業領域にも収益機会の拡大を図ってまいりました。ニッチ市場である賃貸中の

中古マンション物件については、賃料収入が安定的かつ確実な収益源として寄与しております。当第１四半期連

結会計期間は、中古マンション事業での売上高減少を受けて売上高が減少したものの、全セグメントにおいて営

業利益が増加いたしました。また、人員の増強等に伴い販売費及び一般管理費が増加し、物件取得に応じた有利子

負債の増大に伴い営業外費用が増加しております。

　この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高2,864,603千円（前年同四半期比

15.2％減）、営業利益506,016千円（同18.5％増）、経常利益378,195千円（同17.2％増）、四半期純利益221,635

千円（同15.0％増）となりました。

　セグメントの概況は、次のとおりであります。

（中古マンション事業）

　中古マンション事業におきましては、良好な市場環境のもとで１室当りの売却利益を最大化すべく、時間をかけ

てより付加価値の高い物件作りに注力したことから、販売数・売上高は減少したものの、売却利益率が上昇いた

しました。この結果、売上高は2,482,032千円（同19.6％減）、営業利益は485,292千円（同8.8％増）となりまし

た。なお、当第１四半期連結会計期間の売上原価に含まれる販売用不動産評価損は11,061千円であります。

（インベストメント事業）

　インベストメント事業におきましては、引き続き新規投資を行わずに保有物件の稼働状況の改善に注力し、さら

に物件売却が進捗したことを受け、売上高及び営業利益が増加いたしました。この結果、売上高は311,528千円

（同25.6％増）、営業利益は35,049千円（同130.5％増）となりました。

（アドバイザリー事業）

　アドバイザリー事業におきましては、証券化受託案件の物件売却に伴う報酬が計上され、また、子会社での仲介

業務が順調に拡大したことから、売上高及び営業利益が増加いたしました。この結果、売上高は71,042千円（同

73.3％増）、営業利益は47,559千円（同95.0％増）となりました。
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（２）キャッシュ・フローの状況 

　当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、

150,486千円減少し、1,906,811千円となりました。この主な増減は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において営業活動により使用した資金は299,888千円（前年同四半期は838,398千円

の獲得）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益378,195千円、販売用不動産の増加額209,225

千円、法人税等の支払額458,402千円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において投資活動に使用した資金は2,928千円（前年同四半期比　27,071千円減）と

なりました。これは、有形固定資産の取得による支出2,928千円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において財務活動に獲得した資金は152,330千円（前年同四半期は1,380,356千円の

使用）となりました。これは主として、短期借入金の純増額1,300,340千円、長期借入れによる収入2,601,600千円、

長期借入金の返済による支出3,682,573千円によるものであります。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

（２）設備の新設、除却等の計画

　　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 212,000

計 212,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年４月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 83,100 83,100

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ　

（スタンダード）

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 83,100 83,100 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成23年４月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

旧商法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成14年12月11日臨時株主総会決議

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 5,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成15年１月１日から

平成34年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　50,000

資本組入額　　25,000

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数

当社が株式分割または株式併合を行う時は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって次の算式によ

り新株予約権の目的たる株式数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使

していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、１株の100分の１未満の端数

が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で

適切に株式数の調整を行うものとする。

２．新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

当社が株式分割または株式併合を行う時は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって次の算式によ

り払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割または併合の比率

また当社が時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分をする時は、その新株式発行の時または

自己株式処分の時（新株予約権の行使による場合を除く）をもって次の算式により払い込むべき金額を調

整する。ただし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

前記算式において、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株

式発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。

さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範

囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
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３．新株予約権の行使の条件（払込価額及び行使期間を除く。）

①新株予約権の割当を受けた者（以下「対象者」という）は、権利行使時においても当社または当社子会社及

び関連会社の取締役または監査役その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退

任、定年退職による場合はこの限りでない。

②対象者が、当社または当社子会社の就業規則に基づく懲戒処分（ただし、戒告は除く）を受けたときは、新株

予約権を行使できない。

③新株予約権の質入その他の処分は認めない。

④対象者が行使期間開始後に死亡した場合、その相続人は、対象者死亡の日より１年経過する日と権利行使期

間満了日のいずれか早い方の日に至るまでの間、対象者死亡の日において行使可能な新株予約権を行使する

ことができる。

４．会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件

①当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案並びに当社が消滅会社

となる合併契約書の議案が株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することができる。

②新株予約権者が権利行使する前に、当社及び当社子会社の取締役または監査役の地位を喪失し新株予約権を

行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。

③前項の他、当社は取得した新株予約権をいつでも無償で消却することができる。

②平成16年２月27日定時株主総会決議

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 3,068

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　3,068（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 35,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成16年３月11日から

平成26年２月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　35,000

資本組入額　　17,500

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権１個につき普通株式１株とする。ただし、当社が株式分割（配当可能利益または資本準備金の

資本組み入れによる場合も含むものとし、以下同様とする。）または併合を行う場合には、未行使の新株予約

権の目的となる株式の数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない

端株については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で

適切に株式数の調整を行うものとする。
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２．新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

当社が株式分割または株式併合を行う時は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって、次の算式に

より払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げ

る。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割または併合の比率

また、当社が時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分をする時は、その新株式発行の時また

は自己株式処分の時（新株予約権の行使による場合を除く）をもって次の算式により払い込むべき金額を

調整する。ただし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

前記算式において、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株

式発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。さらに、当社が合併または会社分割を

行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うも

のとする。

３．新株予約権の行使の条件（払込価額及び行使期間を除く。）

①新株予約権の割当を受けた者のうち、割当時点で当社または当社子会社及び関連会社の取締役または監査役

その他これに準じる地位にある者及び社外取引先・社外顧問は、権利行使時においても割当時点と同等また

はこれに準じる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職による場合はこの限りでは

ない。

②新株予約権の割当を受けた者が、当社または当社子会社の就業規則に基づく懲戒処分（ただし、戒告は除

く）を受けたときは、新株予約権を行使できない。

③新株予約権の質入その他の処分は認めない。

④その他の条件は、新株予約権発行に関する取締役会決議に基づき当社と新株予約権の割当を受けた者との間

で締結する「新株予約権付与契約書」で定めるところによる。

４．会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件

①当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案並びに当社が消滅会社

となる合併契約書の議案が株主総会で承認されたときは、新株予約権については無償で消却することができ

る。

②新株予約権者が権利行使する前に、当社及び当社子会社の取締役または監査役の地位を喪失し新株予約権を

行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。

③前項の他、当社は取得した新株予約権をいつでも無償で消却することができる。
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③平成17年５月26日臨時株主総会決議

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 490

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　490（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 60,000（注）２

新株予約権の行使期間

平成19年７月２日から

平成27年５月26日まで

（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　60,000

資本組入額　　30,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は１株とする。ただし、当社が株式分割または併合を行うとき

は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的たる株式数を調整す

る。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式

の数についてのみ行われ、調整の結果１株の100分の１未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で

適切に株式数の調整を行うものとする。

２．新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

当社が株式分割または株式併合を行う時は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって、次の算式に

より払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げ

る。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割または併合の比率

また、当社が時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分をするときは、その新株式発行の時ま

たは自己株式処分の時（新株予約権の行使による場合を除く。）をもって次の算式により払い込むべき金額

を調整する。ただし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たり払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
新株式発行前株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

前記算式において、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株

式発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。さらに、当社が合併または株式分割を

行う場合等、払込価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込価額の調整を行うも

のとする。
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３．上記期間中であっても当社の株式が日本国内のいずれかの取引所において上場される日前の権利行使はで

きないものとする。

４．新株予約権の行使の条件（払込価額及び行使期間を除く。）

①新株予約権の割当を受けた者のうち、割当時点で当社または当社子会社及び関連会社の取締役または監査役

その他これに準じる地位にある者及び社外取引先・社外顧問は、権利行使時においても割当時点と同等また

はこれに準じる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職による場合はこの限りでは

ない。

②新株予約権の割当を受けた者が、当社または当社子会社の就業規則に基づく懲戒処分（ただし、戒告は除

く）を受けたときは、新株予約権を行使できない。

③新株予約権の質入その他の処分は認めない。

④その他の条件は、新株予約権発行に関する取締役会決議に基づき当社と新株予約権の割当を受けた者との間

で締結する「第４回新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

５．当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、新株予約権にかかる義務を当該株式交換ま

たは株式移転により完全親会社となる会社に承継させるものとする。ただし、当該株式交換にかかる株式交

換契約書または当該株式移転にかかる株主総会決議において、以下に定める方針に沿った内容の定めがなさ

れた場合に限るものとする。

　①　目的たる完全親会社の株式の種類

　完全親会社の同種の株式

　②　目的たる完全親会社の株式の数

　株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整の結果１株の１００分の１未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てる。

　③　権利行使に際して払い込むべき価額

　　　株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、これ

を切り上げる。

　④　権利行使期間

　　　承継前における権利行使期間と同じとする。

　⑤　その他の権利行使の条件

原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については、株式交換または株式移転の際に

当社の取締役会において定めるものとする。

　⑥　消却事由及び消却条件

原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については、株式交換または株式移転の際に

当社の取締役会において定めるものとする。

　⑦　新株予約権の譲渡制限

完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

６．会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合において、新株予約権の承継がなされない場

合、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

②当社が株式移転または株式交換によって他社の完全子会社となる場合において、新株予約権発行に関する取

締役会決議に従った新株予約権の承継がなされない場合、当社は新株予約権を無償で消却することができ

る。

③当社は、新株予約権の割当てを受けた者が、「新株予約権の行使の条件」の定めにより、新株予約権を行使で

きなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。

④前各号のほか、当社は取得した新株予約権をいつでも無償で消却することができる。
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④平成17年５月26日臨時株主総会決議

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 187

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 187（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 60,000（注）２

新株予約権の行使期間

平成19年９月29日から

平成27年５月26日まで

（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　60,000

資本組入額　　30,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は１株とする。ただし、当社が株式分割または併合を行うとき

は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的たる株式数を調整す

る。かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数に

ついてのみ行われ、調整の結果１株の100分の１未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で

適切に株式数の調整を行うものとする。

２．新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

当社が株式分割または株式併合を行う時は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって、次の算式に

より払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割または併合の比率

また、当社が時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分をするときは、その新株式発行の時ま

たは自己株式処分の時（新株予約権の行使による場合を除く。）をもって次の算式により払い込むべき金額

を調整する。ただし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たり払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
新株式発行前株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

前記算式において、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株

式発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。さらに、当社が合併または会社分割を

行う場合等、払込価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込価額の調整を行うも

のとする。

３．上記期間中であっても当社の株式が日本国内のいずれかの取引所において上場される日前の権利行使はで

きないものとする。
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４．新株予約権の行使の条件（払込価額及び行使期間を除く。）

①新株予約権の割当を受けた者のうち、割当時点で当社または当社子会社及び関連会社の取締役または監査役

その他これに準じる地位にある者及び社外取引先・社外顧問は、権利行使時においても割当時点と同等また

はこれに準じる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職による場合はこの限りでは

ない。

②新株予約権の割当を受けた者が、当社または当社子会社の就業規則に基づく懲戒処分（ただし、戒告は除

く。）を受けたときは、新株予約権を行使できない。

③新株予約権の質入その他の処分は認めない。

④その他の条件は、新株予約権発行に関する取締役会決議に基づき当社と新株予約権の割当を受けた者との間

で締結する「第５回新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

５．当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、新株予約権にかかる義務を当該株式交換ま

たは株式移転により完全親会社となる会社に承継させるものとする。ただし、当該株式交換にかかる株式交

換契約書または当該株式移転にかかる株主総会決議において、以下に定める方針に沿った内容の定めがなさ

れた場合に限るものとする。

　①　目的たる完全親会社の株式の種類

　完全親会社の同種の株式

　②　目的たる完全親会社の株式の数

　株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整の結果１株の１００分の１未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てる。

　③　権利行使に際して払い込むべき価額

　　　株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、これ

を切り上げる。

　④　権利行使期間

　　　承継前における権利行使期間と同じとする。

　⑤　その他の権利行使の条件

原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については、株式交換または株式移転の際に

当社の取締役会において定めるものとする。

　⑥　消却事由及び消却条件

原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については、株式交換または株式移転の際に

当社の取締役会において定めるものとする。

　⑦　新株予約権の譲渡制限

完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

６．会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合において、新株予約権の承継がなされないと

きは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

②当社が株式移転または株式交換によって他社の完全子会社となる場合において、新株予約権発行に関する取

締役会決議に従った新株予約権の承継がなされないときは、当社は新株予約権を無償で消却することができ

る。

③当社は、新株予約権の割当てを受けた者が、「新株予約権の行使の条件」の定めにより、新株予約権を行使で

きなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。

④前各号のほか、当社は取得した新株予約権をいつでも無償で消却することができる。
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⑤平成18年２月23日定時株主総会決議

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 60

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 78,000（注）２

新株予約権の行使期間

平成20年３月２日から

平成28年２月23日まで

（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　78,000

資本組入額　　39,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は１株とする。ただし、当社が株式分割または併合を行うとき

は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的たる株式数を調整す

る。かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数に

ついてのみ行われ、調整の結果１株の100分の１未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で

適切に株式数の調整を行うものとする。

２．新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

当社が株式分割または株式併合を行う時は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって、次の算式に

より払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割または併合の比率

また、当社が時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分をするときは、その新株式発行の時ま

たは自己株式処分の時（新株予約権の行使による場合を除く。）をもって次の算式により払い込むべき金額

を調整する。ただし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たり払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
新株式発行前株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

前記算式において、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株

式発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。さらに、当社が合併または会社分割を

行う場合等、払込価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込価額の調整を行うも

のとする。

３．上記期間中であっても当社の株式が日本国内のいずれかの取引所において上場される日前の権利行使はで

きないものとする。

４．新株予約権の行使の条件（払込価額及び行使期間を除く。）

①新株予約権の割当を受けた者のうち、割当時点で当社または当社子会社及び関連会社の取締役または監査役

その他これに準じる地位にある者及び社外取引先・社外顧問は、権利行使時においても割当時点と同等また

はこれに準じる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職による場合はこの限りでは

ない。

②新株予約権の割当を受けた者が、当社または当社子会社の就業規則に基づく懲戒処分（ただし、戒告は除

く。）を受けたときは、新株予約権を行使できない。

③新株予約権の質入その他の処分は認めない。

④その他の条件は、新株予約権発行に関する取締役会決議に基づき当社と新株予約権の割当を受けた者との間

で締結する「第６回新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

５．当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、新株予約権にかかる義務を当該株式交換ま

たは株式移転により完全親会社となる会社に承継させるものとする。ただし、当該株式交換にかかる株式交

換契約書または当該株式移転にかかる株主総会決議において、以下に定める方針に沿った内容の定めがなさ

れた場合に限るものとする。
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　①　目的たる完全親会社の株式の種類

　完全親会社の同種の株式

　②　目的たる完全親会社の株式の数

　株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整の結果１株の１００分の１未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てる。

　③　権利行使に際して払い込むべき価額

　　　株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、これ

を切り上げる。

　④　権利行使期間

　　　承継前における権利行使期間と同じとする。

　⑤　その他の権利行使の条件

原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については、株式交換または株式移転の際に

当社の取締役会において定めるものとする。

　⑥　消却事由及び消却条件

原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については、株式交換または株式移転の際に

当社の取締役会において定めるものとする。

　⑦　新株予約権の譲渡制限

完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

６．会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合において、新株予約権の承継がなされないと

きは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

②当社が株式移転または株式交換によって他社の完全子会社となる場合において、新株予約権発行に関する取

締役会決議に従った新株予約権の承継がなされないときは、当社は新株予約権を無償で消却することができ

る。

③当社は、新株予約権の割当てを受けた者が、「新株予約権の行使の条件」の定めにより、新株予約権を行使で

きなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。

④前各号のほか、当社は取得した新株予約権をいつでも無償で消却することができる。
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会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 　

①平成21年７月15日取締役会決議

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 330

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 330（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 77,500（注）２

新株予約権の行使期間
平成23年８月２日から

平成25年７月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　77,500

資本組入額　　38,750

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）４

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数の調整

新株予約権発行の日以降に当社が株式分割または株式併合を行うときは、株式分割または株式併合の効力発

生の時をもって次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予

約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の

結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割または併合の比率

また、新株予約権発行の日以降に当社が時価を下回る価額での新株式の発行または自己株式の処分、合併、会

社分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認

める調整を行うものとする。

２．新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額の調整

新株予約権発行の日以降に当社が株式分割または株式併合を行う時は、株式分割または株式併合の効力発生

の時をもって次の算式により１株当たりの払込金額を調整する。ただし、調整の結果１円未満の端数が生じ

た場合は、これを切り上げる。

調整後１株当た

り払込金額
＝
調整前１株当た

り払込金額
×

１

分割または併合の比率

新株予約権発行の日以降に当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合（時

価発行としての増資、新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転の場合を除く。）は、その

新株式発行の時または自己株式処分の時をもって次の算式により１株当たりの払込金額を調整する。ただ

し、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後１株当た

り払込金額
＝
調整前１株当た

り払込金額
×

新株式発行前株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

上記の算定において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発

行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。新株予約権発行の日以降に当社が合併また

は会社分割を行う場合等、１株当たりの払込金額を変更することが適切な場合は、当社は必要と認める調整

を行うものとする（調整による１円未満の端数は切り上げる。）

EDINET提出書類

スター・マイカ株式会社(E05628)

四半期報告書

19/38



３．新株予約権の行使の条件（払込価額及び行使期間を除く。）

①新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社若しくは当社子会社の取締役、執

行役、監査役、執行役員、研究理事、相談役、顧問、参与その他これらに準じる地位または当社若しくは当社子

会社の従業員の地位（以下総称して、「要件地位」という。）にあることを要する。ただし、任期満了による

退任、定年退職による場合は要件地位を喪失しない。

②新株予約権の割当てを受けた者が、当社または当社子会社の就業規則に基づく懲戒処分（ただし、戒告は除

く。）を受けたときは、新株予約権を行使することができない。

③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

④新株予約権の割当てを受けた者は、次の各区分に従い権利を行使することができる。

　イ．平成23年８月２日より平成24年７月31日までの期間は、割当てを受けた新株予約権の数の最大50％（た

だし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使することができる。

　ロ．平成24年８月１日以降は、未行使の全ての新株予約権について権利を行使することができる。

⑤その他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権

割当契約書において定めるところによる。

４．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、会社分割、株式交換及び株式移転（以下、総称して

「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予

約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第

１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条

件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新予約権は消滅し、再編対象会社は新株

予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定

めた場合に限るものとする。

　①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

　②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

　③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数またはその算定方法

　　　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権の定めに準じて目的となる株式の数につき合理的な調

整がなされた数とする。

　④募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

　　　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権の定めに準じて１株当たりの払込金額につき合理的な

調整がなされた額に、前記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を

乗じて得られる金額とする。

　⑤新株予約権を行使することができる期間

残存新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日

のうち、いずれか遅い日から、残存新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日

までとする。

　⑥新株予約権の行使の条件　

残存新株予約権の定めに準じて決定する。　

　⑦会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

　　　残存新株予約権の定めに準じて決定する。

　⑧譲渡による新株予約権の取得の制限　

　　　新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の承認を要する。

　⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　残存新株予約権の定めに準じて決定する。　

　⑩新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合は、これを切り

捨てる。

５．新株予約権の取得事由及び取得条件

①以下のイ．からホ．までに定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合ま

たは株主から当該株主総会の招集の請求があった場合（株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社

の取締役会が決議した場合）において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来すること

をもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

　イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　ロ．当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案

　ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

　二．当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の
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定めを設ける定款変更の議案

　ホ．新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての

定めを設ける定款変更議案

②新株予約権者が前記３.に定めるところにより新株予約権を行使することができなくなった場合において、

当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を無償

で取得することができる。

③対象者が要件地位を喪失した場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来する

ことをもって、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

④新株予約権割当日から新株予約権を行使することができる期間の開始日の前日までの間に、市場価格の終値

が一度でも権利行使価格の50％（１円未満の端数は切上げ）を下回った場合において、当社取締役会が取得

する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を無償で取得することがで

きる。

⑤その他の取得事由及び取得条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締

結する新株予約権割当契約において定めるところによる。
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②平成22年２月26日取締役会決議

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 166

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 166（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1（注）２

新株予約権の行使期間
平成22年３月16日から

平成52年３月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　76,767

資本組入額　　38,383

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４　

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数 

新株予約権発行の日以降に当社が株式分割または株式併合を行うときは、株式分割または株式併合の効力発

生の時をもって次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予

約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の

結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率

また、新株予約権発行の日以降に当社が時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社

分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認め

る調整を行うものとする。

２．新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額の調整

　　新株予約権発行の日以降に当社が株式分割または株式併合を行う時は、株式分割または株式併合の効力発生　　

　　　　　　　　　

　　の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、こ

　　れを切り上げる。　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割または併合の比率

新株予約権発行の日以降に当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合（時

価発行として行う増資、新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転の場合を除く。）は、そ

の新株式発行の時または自己株式処分の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、１円未満

の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発

行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。

新株予約権発行の日以降に当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の変更することが適切な場合

は、当社は必要と認める調整を行うものとする（調整による１円未満の端数は切り上げる。）。

３．新株予約権の行使の条件

　①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、取締役の地

　　位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

　②新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役在任中に死亡した場合または当社の取締役の地位を喪失した

　　日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合は、その者の相続人は、その者が死亡した日の翌日

　　から３か月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

　③新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役を解任された場合には、新株予約権を行使することができな

　　い。

　④新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の全部を一括してのみ行使することができる。

４．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、会社分割、株式交換及び株式移転（以下、総称

　　して「組織再編行為」という。）をする場合において組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株

　　予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
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　　236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を

　　以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

　　象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権

　　を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移

　　転計画において定めた場合に限るものとする。

　①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

　②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　 　 再編対象会社の普通株式とする。

　③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数またはその算定方法

  組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記.１に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされ

　た数とする。　

　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

  １株当たりの金額を金１円（前記２.に定める行使価額の調整を行った場合は、調整後行使価額とす

　る。） とし、これに新株予約権１個当たりの目的となる株式の数に乗じて得られる金額とする。　

　⑤新株予約権を行使することができる期間

　　  残存新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の

　　  うち、いずれか遅い日から、残存新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日ま

　　  までとする。

　⑥新株予約権の行使の条件

　　  残存新株予約権の定めに準じて決定する。

　⑦会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

  残存新株予約権の定めに準じて決定する。

　⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

　　  新株予約権を譲渡により取得する場合には、再編対象会社の承認を要する。

　⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  残存新株予約権の定めに準じて決定する。

　　　　　⑩新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め 

  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合は、これを切り

　

  捨てる。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年12月１日～

平成23年２月28日 
100 83,100 3,000 2,952,3703,000 2,920,810

　（注）新株予約権の行使による増加であります。
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（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

　

（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成22年11月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成22年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　83,000 83,000 －

端株 － － －

発行済株式総数 83,000 － －

総株主の議決権 － 83,000 －

　

②【自己株式等】

 平成22年11月30日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
12月

平成23年
１月

２月

最高（円） 99,400130,000128,300

最低（円） 80,00093,000115,100

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年12月１日から平成22年２月28日まで）及び前第１四半期連結累計期間

（平成21年12月１日から平成22年２月28日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結

会計期間（平成22年12月１日から平成23年２月28日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年12月１日から

平成23年２月28日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年12月１日から平

成22年２月28日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年12月１日から平成22年２月28日まで）に係る四半

期連結財務諸表については、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、当第１四半期連結会計期間（平成22年12

月１日から平成23年２月28日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年12月１日から平成23年２月28日ま

で）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日を

もって有限責任 あずさ監査法人となりました。 
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1【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,906,811 2,057,298

営業未収入金 63,349 63,168

販売用不動産 ※2
 21,465,113

※2, ※3, ※4
 21,255,888

繰延税金資産 37,212 61,775

その他 208,364 212,317

貸倒引当金 △40,129 △34,618

流動資産合計 23,640,722 23,615,830

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2
 1,221,454

※2, ※3, ※4
 1,220,755

減価償却累計額 △425,124 △413,941

建物及び構築物（純額） 796,330 806,814

土地 ※2
 2,119,800

※2, ※3, ※4
 2,119,800

その他 39,744 ※4
 37,515

減価償却累計額 △27,046 △25,915

その他（純額） 12,697 11,600

有形固定資産合計 2,928,828 2,938,214

無形固定資産 10,912 12,096

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 1,316,800

※1
 1,316,800

繰延税金資産 72,755 72,933

その他 228,940 231,694

投資その他の資産合計 1,618,495 1,621,427

固定資産合計 4,558,236 4,571,739

繰延資産 1,200 1,714

資産合計 28,200,160 28,189,284
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年11月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金 131,019 187,606

短期借入金 ※2
 2,489,740

※2
 1,189,400

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 4,436,794

※2
 2,756,276

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 126,091 468,583

その他 516,249 480,417

流動負債合計 7,799,893 5,182,283

固定負債

長期借入金 ※2
 10,567,589

※2
 13,329,080

その他 36,314 36,113

固定負債合計 10,603,903 13,365,193

負債合計 18,403,797 18,547,477

純資産の部

株主資本

資本金 2,952,370 2,949,370

資本剰余金 2,920,810 2,917,810

利益剰余金 2,910,004 2,734,019

株主資本合計 8,783,184 8,601,199

新株予約権 20,395 19,187

少数株主持分 992,782 1,021,420

純資産合計 9,796,362 9,641,807

負債純資産合計 28,200,160 28,189,284
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日
　至　平成22年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年12月１日
　至　平成23年２月28日)

売上高 3,376,925 2,864,603

売上原価 ※1
 2,709,576

※1
 2,099,704

売上総利益 667,349 764,899

販売費及び一般管理費 ※2
 240,332

※2
 258,882

営業利益 427,016 506,016

営業外収益

受取利息 548 226

その他 462 0

営業外収益合計 1,010 227

営業外費用

支払利息 74,694 93,426

支払手数料 30,073 34,107

その他 514 514

営業外費用合計 105,282 128,048

経常利益 322,745 378,195

特別利益

償却債権取立益 2,427 －

特別利益合計 2,427 －

税金等調整前四半期純利益 325,172 378,195

法人税、住民税及び事業税 130,978 133,069

法人税等調整額 2,669 24,741

法人税等合計 133,648 157,811

少数株主損益調整前四半期純利益 － 220,383

少数株主損失（△） △1,249 △1,251

四半期純利益 192,774 221,635
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日
　至　平成22年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年12月１日
　至　平成23年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 325,172 378,195

減価償却費 29,826 13,498

貸倒引当金の増減額（△は減少） △790 5,511

受取利息 △548 △226

支払利息 74,694 93,426

社債発行費償却 514 514

営業債権の増減額（△は増加） 2,887 △875

販売用不動産の増減額（△は増加） 560,628 △209,225

営業債務の増減額（△は減少） △15,368 △56,586

その他 △4,859 26,870

小計 972,157 251,102

利息の受取額 537 225

利息の支払額 △74,274 △92,814

法人税等の支払額 △60,021 △458,402

営業活動によるキャッシュ・フロー 838,398 △299,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 － △2,928

定期預金の預入による支出 △30,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,000 △2,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 890,340 1,300,340

長期借入れによる収入 2,847,000 2,601,600

長期借入金の返済による支出 △5,021,120 △3,682,573

株式の発行による収入 13,500 6,000

配当金の支払額 △81,841 △45,650

少数株主への配当金の支払額 △28,235 △27,386

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,380,356 152,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △571,958 △150,486

現金及び現金同等物の期首残高 2,787,170 2,057,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,215,211

※1
 1,906,811
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年２月28日）

会計処理基準に関する事項の変更　 資産除去債務に関する会計基準の適用　

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31

日）を適用しております。

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響はありません。  　

 

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年２月28日）

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第１四半

期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年２月28日）

１. 棚卸資産の評価方法 　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについての

み正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

２. 固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。

３. 繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法 

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営

環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、

前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。 

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　　当第１四半期連結会計期間（自　平成22年12月１日　至　平成23年２月28日）

　　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

 

当第１四半期連結会計期間末
（平成23年２月28日）

前連結会計年度末
（平成22年11月30日）

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（その他） 226,800千円

 ※２．担保資産

担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（その他） 226,800千円

 ※２．担保資産

担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 20,042,355千円

建物及び構築物 727,150千円

土地 2,081,409千円

  計 22,850,915千円

販売用不動産 17,761,617千円

建物及び構築物 736,380千円

土地 2,081,409千円

  計 20,579,407千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 2,489,740千円

１年内返済予定の長期借入金 4,436,794千円

長期借入金 10,567,589千円

計 17,494,123千円

短期借入金 1,189,400千円

１年内返済予定の長期借入金 953,276千円

長期借入金 13,329,080千円

計 15,471,756千円

　３．     ─────────────────

　

※３．固定資産に振り替えたものは以下のとおりでありま

す。

  
　

 706,222千円

　

　４．     ─────────────────

　

※４．販売用不動産に振り替えたものは以下のとおりであ

ります。

  

  

　 　

建物及び構築物 141,453千円

土地 248,830千円

その他　 72千円

  ５．当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

  ５．当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。　

当座貸越極度額の総額 2,100,000千円

借入実行残高 1,661,900千円

差引額 438,100千円

 

当座貸越極度額の総額 2,000,000千円

借入実行残高 769,000千円

差引額 1,231,000千円
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（四半期連結損益計算書関係）

 

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22年２月28日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年２月28日）

※１.売上原価に含まれるたな卸資産の収益性の低下によ

る簿価切り下げ額は次のとおりであります。

 8,428千円

 　　　

※２.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１.売上原価に含まれるたな卸資産の収益性の低下によ

る簿価切り下げ額は次のとおりであります。

 11,061千円

 　　　

※２.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

 役員報酬 20,441千円

 給与及び賞与 64,537千円

 租税公課 71,099千円

 役員報酬 19,950千円

 給与及び賞与 80,751千円

 租税公課 62,786千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22年２月28日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年２月28日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年２月28日現在）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年２月28日現在）

現金及び預金勘定 2,255,211千円

預入期間が３か月を超える定期

預金

△40,000千円

現金及び現金同等物 2,215,211千円

現金及び預金勘定 1,906,811千円

現金及び現金同等物 1,906,811千円

  ２．重要な非資金取引   ２．    ─────────────────　

販売用不動産の固定資産振替額 706,222千円

固定資産の販売用不動産振替額 160,117千円

　 　

　 　

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成23年２月28日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年12月１日　至　

平成23年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　　　83,100株

　　　　２．自己株式の種類及び株式数

  該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

  ストック・オプションとしての新株予約権

　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　提出会社　20,395千円

４．配当に関する事項

　　 配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日  配当の原資

平成23年１月14日

取締役会        
普通株式 45,650　 550平成22年11月30日平成23年２月24日 利益剰余金

EDINET提出書類

スター・マイカ株式会社(E05628)

四半期報告書

32/38



（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年12月１日　至　平成22年２月28日）

 
 

中古マンショ
ン事業 
 （千円）

インベストメ
ント事業 
（千円） 

アドバイザ
リー事業 
（千円） 

 計
（千円） 

消去または
全社 
（千円） 

 連結
 （千円） 

           

売上高 　                     

（1）外部顧客に対する売上高　

　

3,087,911248,03040,9833,376,925 － 3,376,925

（2）セグメント間の内部売上

高または振替高　　

－ － 11,245 11,245△11,245 －

　　　      計 3,087,911248,03052,2293,388,171△11,2453,376,925

　   　　営業利益 446,10415,204 24,394485,703△58,686427,016

　（注）１．事業区分の方法

事業は、役務の系列及び類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な役務

事業区分  

中古マンション事業 マンション売却収入、マンション賃貸収入

インベストメント事業 不動産売却収入、不動産賃貸収入

アドバイザリー事業 業務委託料、不動産仲介手数料

　

【所在地別セグメント情報】

 前第１四半期連結累計期間（自　平成21年12月１日　至　平成22年２月28日）

 海外拠点を有しておりませんので、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

 前第１四半期連結累計期間（自　平成21年12月１日　至　平成22年２月28日）

 海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。

　当社グループは、賃貸中のファミリータイプのマンションの売買及び賃貸を主な事業とし、さらにマン

ションに限らず幅広い住居系不動産への投資、金融及び不動産分野におけるコンサルティング等の事業活

動を展開しております。これにより、「中古マンション事業」、「インベストメント事業」及び「アドバイ

ザリー事業」の３つを報告セグメントとしております。

　各事業の内容は下記のとおりであります。　

「中古マンション事業」・・・中古マンション販売事業及び賃貸事業

「インベストメント事業」・・不動産販売事業及び賃貸事業（中古マンション事業を除く）

「アドバイザリー事業」・・・不動産仲介事業、賃貸管理事業及び投資助言業　
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第１四半期連結累計期間（自平成22年12月１日 至平成23年２月28日） 

　 （単位：千円）

 
中古マン
ション事業

 インベスト

メント事業

アドバイザ
リー事業

合計
調整額
（注）１　

四半期連結損
益計算書計上

額
（注）２　

売上高 　 　 　 　 　 　

　 外部顧客への売上高　 2,482,032　311,528　71,042　2,864,603　 － 2,864,603　

　
セグメント間の内部売

上高又は振替高　
－ －  41,738  41,738△41,738 －

計　 2,482,032311,528112,780　2,906,342　△41,7382,864,603

セグメント利益 485,292　35,04947,559　567,901　△61,884506,016　

（注）１．セグメント利益の調整額△61,884千円は、各報告セグメントに配分していない販売費及び一般管

理費の全社費用であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

 

(追加情報)

　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

　平成20年３月21日)を適用しております。　

　

（金融商品関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成23年２月28日） 

  短期借入金及び長期借入金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度

の末日に比べて著しい変動が認められます。　

科目　
四半期連結貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）　
差額

（千円）　
　（１）短期借入金　 2,489,740 2,489,740 －
　（２）長期借入金(※) 15,004,383 14,968,184 △36,198

　　　　　（※）１年内返済予定の長期借入金を含めております。

　

（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

（１）短期借入金

　短期借入金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。　

（２）長期借入金　

　長期借入金は、一定の期間ごとに区分した当該借入金の元利金の合計額を、同様の新規借入に

おいて想定される利率で割引いた現在価値により算出しております。

　

　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成22年12月１日　至　平成23年２月28日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　　販売費及び一般管理費（株式報酬費用）　4,394千円

　

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　　　該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成23年２月28日） 

　当社グループは、賃貸借契約に基づき使用する事務所について、退去時における原状回復に係る債務を有してお

りますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないこと

から、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上してお

りません。　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成23年２月28日）

前連結会計年度末
（平成22年11月30日）

１株当たり純資産額 105,694.16円 １株当たり純資産額 103,628.91円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22年２月28日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年２月28日）

１株当たり四半期純利益金額 2,353.75円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2,213.05円

１株当たり四半期純利益金額 2,669.05円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
2,501.92円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。　

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22年２月28日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年２月28日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 192,774 221,635

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 192,774 221,635

普通株式の期中平均株式数（株） 81,901 83,039

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額　 　 　

四半期純利益調整額（千円）　 － －

普通株式増加数（株）　 5,207 5,547

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

－ －

 

２【その他】

平成23年１月14日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。 

(イ）配当金の総額………………………………………45,650千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………金550円

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年２月24日

   （注）  平成22年11月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年４月９日

スター・マイカ株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 寺田　昭仁　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 橋本　裕昭　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているスター・マイカ株式

会社の平成21年12月１日から平成22年11月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年12月1日から平

成22年2月28日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年12月１日から平成22年２月28日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、スター・マイカ株式会社及び連結子会社の平成22年２月28日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

　　　　　　　期報告書提出会社）が別途保管しております。

 　　　　 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年４月８日

スター・マイカ株式会社

取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 寺田　昭仁　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 橋本　裕昭　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているスター・マイカ株式

会社の平成22年12月１日から平成23年11月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成22年12月１日から平

成23年２月28日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成22年12月１日から平成23年２月28日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、スター・マイカ株式会社及び連結子会社の平成23年２月28日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

　　　　　　　期報告書提出会社）が別途保管しております。

 　　　　 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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